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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第39期

第３四半期

連結累計期間

第39期

第３四半期

連結会計期間

第38期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日

自平成19年４月１日

至平成20年３月31日

売上高 （千円） 121,619,469 38,398,250 170,739,820

経常利益 （千円） 4,256,037 455,373 7,761,334

当期純利益又は四半期純
損失（△）

（千円） △348,485 △1,485,169 2,172,282

純資産額 （千円） － 76,977,965 82,296,979

総資産額 （千円） － 170,042,793177,461,287

１株当たり純資産額 （円） － 2,104.48 2,148.90

１株当たり当期純利益又
は四半期純損失（△）

（円） △10.60 △46.37 61.89

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

（円） － － 61.81

自己資本比率 （％） － 39.6 41.0

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） 1,927,444 － 17,416,927

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △7,484,312 － △11,695,730

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △720,903 － △2,301,219

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

（千円） － 15,375,152 21,667,287

従業員数 （名） － 11,149 10,529

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第39期第３四半期連結累計期間及び同第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額につきましては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 11,149（1,490）

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。

　

(2)　提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 6,087

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間におけるソフトウェア開発関連事業の生産実績を示すと、次のとおりであ

ります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(千円)

ソフトウェア開発関連事業 23,085,012

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　生産高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３　金額は、製造原価により算出しております。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注状況

当第３四半期連結会計期間におけるソフトウェア開発関連事業の受注状況を示すと、次のとおりであ

ります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　受注高(千円) 　受注残高(千円)

ソフトウェア開発関連事業 27,417,382 27,236,377

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　受注高及び受注残高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(千円)

ソフトウェア開発関連事業 30,465,884

アウトソーシング事業 7,356,921

その他事業 575,443

合計 38,398,250

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100

分の10に満たないため、記載を省略しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、ここまで高騰を続けていた原油等の価格が低下し

てきたものの、米国を発端とした世界規模の金融危機の影響から円高や株安が進み、国内景気は急速に後

退の色合いを強めております。

このような状況下、当業界を取り巻く事業環境は、ＳａａＳ／ＡＳＰといったサービスの需要が高く、

同サービスのような効率性の高いＩＴ投資が市場において広く受入れられてきております。しかし、国内

景気の減速により企業のＩＴ投資に対する抑制姿勢が一層強まっております。

さらに、お客様からのシステム開発ニーズの多様化やサービス価格の下落により、市場全体が急速に落

ち込んでおります。

当社グループでは、これらの状況を踏まえ、新規事業としてＳａａＳ事業に参入し、ＳａａＳと仮想化

技術を組み合わせた「ＦＳＳａａＢＩＳ（ＦＳサービス）」の提供を開始いたしました。そして、平成20

年10月にクラウドコンピューティングセンターを新設し、本事業の強化を図ってまいりました。

また、振り込め詐欺被害防止策の一環として、国内で初めて銀行などのＡＴＭコーナーで音声（キー

ワード）により、被害の発生状況を検知するシステムを開発、平成21年1月より、任天堂の家庭用ゲーム機

「Ｗｉｉ」向け動画配信ソフト「みんなのシアターＷｉｉ」の提供を開始いたしました。（同ソフトを

使用することにより、Ｗｉｉを接続したテレビでＤＶＤ画質並みの映像を再生することが可能となりま

す。）

再生軟骨の実用化に向けて研究する「富士ソフト細胞プロセッシングセンター」を平成20年12月に開

設すると共に、当社が参画する研究課題（「先進的外科系インプラントとしての３次元複合再生組織製

品の早期普及を目指した開発プロジェクト」）が、内閣府より「先端医療開発特区（スーパー特区）」

として採択されました。

以上のように当社グループでは新たな分野への挑戦を積極的かつ継続的に行ってまいりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は383億98百万円となり、原価率の悪化により営業利益

は５億23百万円となりました。

また、持分法投資損失等により経常利益は４億55百万円となり、四半期純損失は保有投資有価証券の時

価の下落による投資有価証券評価損、持分法投資損失を特別損失に計上したことから14億85百万円とな

りました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当社グループは、第１四半期連結会計期間より事業区分の変更を行っております。詳細は「（セ

グメント情報）「事業の種類別セグメント情報」　（注）４ 事業区分の変更」に記載しております。
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①ソフトウェア開発関連事業

組込系につきましては、通信制御系の売上高が増加いたしました。また、業務系につきましては、金融

系の売上高が減少したものの流通系の売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は304億65百万円、営業利益は２億50百万円となりました。

②アウトソーシング事業

オフィスサービスの売上高は好調に推移しており、システム保守・運用サービスの売上高も増加い

たしました。

この結果、売上高は73億56百万円、営業利益は２億61百万円となりました。

③その他事業

人材派遣業等の売上高は概ね横ばいに推移いたしました。

この結果、売上高は５億75百万円、営業利益は12百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,700億42百万円（前連結会計年度末差74億18百万円

減）となりました。その内訳は、流動資産が622億57百万円(前連結会計年度末差70億７百万円減)、固定資

産が1,077億84百万円(前連結会計年度末差４億10百万円減)であります。

流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が152億63百万円(前連結会計年度末差62億92百万円減),受

取手形及び売掛金が317億54百万円(前連結会計年度差35億49百万円減)と、仕掛品が53億20百万円（前連

結会計年度末差20億87百万円増）となったこと等によるものであります。

固定資産の主な変動要因は、無形固定資産が102億30百万円(前連結会計年度差６億93百万円減)となっ

たこと等によるものであります。

　

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債総額は930億64百万円(前連結会計年度末差20億99百万円

減)となりました。その内訳は、流動負債が846億47百万円(前連結会計年度末差41億18百万円減)、固定負

債が84億17百万円(前連結会計年度差20億19百万円増)であります。

流動負債の主な変動要因は、支払手形及び買掛金が98億７百万円(前連結会計年度末差34億92百万円

減)となったこと等によるものであります。

固定負債の主な変動要因は、その他に含まれている長期リース債務14億67百万円を計上していること

等によるものであります。

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は769億77百万円（前連結会計年度末差53億19百万円

減）となりました。

主な変動要因は、自己株式の市場買付による取得及び自己株式の消却等によるものです。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.0％から39.6％になりました。
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(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、153億

75百万円であり、第２四半期連結会計期間末に比べ、３億57百万円の減少となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、６億61百万円となりました。

これは、減価償却費及び投資有価証券評価損等の資金の増加によるものと、税金等調整前四半期純利

益、未払人件費の減少等による資金の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、28億33百万円となりました。

これは、無形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、31億46百万円となりました。

これは、短期借入れによる収入と短期借入金の返済による支出等によるものであります。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

（株式会社の支配に関する方針）

一　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社

が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者

である必要があると考えています。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、

最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社

株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するも

のであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社

の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案

を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有

利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、①組込系ソフトウェア開発事業をはじめとす

るＩＴの技術開発力、②グループ各社の強みを活かした経営体制、③高い技術力を有する技術者と組

織力などを十分に理解し、ステークホルダーであるお客さま、お取引先さま、株主
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のみなさま、社員との信頼関係を維持し、彼らの期待に応えていきながら、中長期的な視点に立って

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持、向上させる者でなければならないと考えておりま

す。

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者に

よる大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保する必要があると考えます。

　

二　基本方針の実現に資する特別な取組み

１.　当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

(1)　当社グループの基本的な事業運営の考え方

当社グループは、昭和45年（1970年）の創業以来37年以上に亘り培われてきた高度な技術力

とノウハウを元に組込系、業務系システムの構築を軸とするソフトウェア開発事業、保守・運用

を中心とするアウトソーシング事業、コンサルティングサービスをはじめとするソリューショ

ン事業を通じ、常にお客様の満足の獲得や地域社会の貢献に努めてまいりました。

当社は、金融機関を中心としたソフトウェアの投資計画の顕在化や、情報セキュリティ対応を

はじめとする活発なＩＴ投資が行われている昨今の情勢の中、「第二の創業」と位置付け、事業

拡大に力を傾注するとともに、「質の向上」に重きを置き、信頼される会社を目指し、平成18年

７月１日付でシンボルマーク等を一新した「富士ソフト株式会社」へ社名を変更いたしまし

た。

また、平成19年２月に竣工いたしました秋葉原ビルをシンボルタワーと位置付け、「ＡＫＩＢ

Ａから世界へ。Ｎｅｗ ａｎｓｗｅｒ ｉｓ ｈｅｒｅ.ＩＴを変える、ＩＴソリューションベン

ダー」をコンセプトに掲げ、ブランドイメージの向上に取り組んでまいりました。

当社は、受託開発主体事業から、ユーザーニーズに応えるサービスやソリューションを提供で

きる企業体質への転換を図るべく、重点ソリューション事業を中心とした研究開発投資を実施

し、企画提案力で高付加価値ビジネスを追求するＩＴソリューションベンダーとして取り組ん

でまいりました。

また、デジタル映像分野では、映像配信、高速ストリーミング、音響サラウンドビジネスの展開

を強化すべく、新設の秋葉原ビルにおいて世界最高水準の映像設備を導入いたしました。さら

に、独自技術を活かした研究開発の推進、人材育成・人材採用投資についても積極的に取り組ん

でまいりました。その他、コストの最適化を実現するトータルアウトソーシングビジネスなど時

代の変化にいちはやく対応した事業に取り組んでまいりました。

さらに、携帯電話、自動車、デジタル家電機器が、いずれも大量生産型から多品種高度型へと変

化し、組込みソフトウェアの品質保証がより強く求められていることを背景に、これらソフト

ウェアの評価を行う当社Ｖ＆Ｖ事業部を「株式会社Ｖ＆Ｖ」として分社化し、独立した第三者

の視点から品質保証を行うことにより、お客様により信頼していただける真の品質保証という

付加価値の高いサービスを提供することによる、組込み市場における当社のシェア拡大を目指

してまいります。

このような当社の事業戦略は、企業業績の拡大と財務体質の改善を目標とするものであ
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り、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に大きく貢献するものと確信しています。

また、当社グループの事業においては、お客さま、お取引先さま、株主のみなさま、社員にとど

まらず、社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮など、事業を進める

にあたり広範囲のステークホルダーの利益を最大限に配慮することも重要であります。

このように、当社グループの事業は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダーの存

在に配慮した事業展開を行ってきた一つの帰結として、当社グループの企業価値は、コア事業で

あるソフトウェア開発関連事業を中心として、各事業の有機的な結合によって確保・向上され

るべきものと考えております。

(2)　グループ経営理念

当社グループは、昨年度より「ＩＴ業界のリーディングカンパニーを目指す！」を基本方針

として掲げ、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂

げることにより、社会の発展に貢献することを目指しております。

(3)　グループ経営計画

当社グループは、上記の通り、中長期計画の基本方針として、「ＩＴ業界のリーディングカン

パニーを目指す！」を掲げ、以下の各点を重要課題として活動を開始いたしました。

①　経営改革による業界トップレベルの経営の推進

②　高付加価値ビジネスへの転換

③　新技術によるソフトウェア生産革命の実現

④　有望分野、有望技術、有望な人材への集中的な投資と研究開発

当社グループは、中長期計画の実現に向けて、新たなお客様の開拓に向けて、エンドユーザー

向けの営業体制を継続してまいります。さらに他社との差別化を図るため、専門領域に特化した

体制作りや専門教育の高度化を図り、サービスの向上を目指してまいります。また、基幹システ

ムの強化・構築・展開を図り、業務改善に努めるとともに、管理体制の強化を図ってまいりま

す。高付加価値ビジネスに向けては、事業の選択と集中を行うとともに、市場環境の変化に応じ

た新規事業の開拓を目指してまいります。新規事業では、引続き重点ソリューション事業に注力

するとともに、国内市場だけでなく、ミドルウェアビジネスの世界展開やオフショアの活用など

海外に目を向けた事業展開を進めてまいります。技術面では、設計、開発手法の見直し、開発資産

の部品化・再利用をさらに推進し、開発期間の短縮を図ってまいります。さらにＩＴ業界のリー

ディングカンパニーとして、産学官共同による新技術の研究及び独自の商品・サービスの創造

・開発を積極的に行ってまいります。

当社グループにおきましては、今後とも中長期計画を推進し、更なる財務体質の改善と強化に

取り組んでまいります。

(4)　利益還元の考え方

当社グループにおきましては、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位

置づけており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部

留保を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針として

おります。

また、今後につきましても、この基本方針に基づき、長期にわたり安定した配当を継続してい

くことを目指しております。
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２.　企業価値ひいては株主共同の利益向上の基盤となる仕組み―コーポレート・ガバナンスの整備

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、業務の適正を確保する体制を整

備しております。具体的には、平成19年度より、指名・報酬・倫理各委員会、ＣＳＲ推進委員会を設

置し、更なるガバナンス強化及びコンプライアンスの徹底に取り組んでまいります。また、当社は

会社法に基づく委員会設置会社ではありませんが、指名・報酬・倫理各委員会は社外委員を交え

た取締役会のアドバイザリーボードであり、尚一層の経営の透明性・客観性を確保してまいりま

す。

当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図って、更

なる当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋げていく所存でありま

す。

　

三　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

１.　本プラン導入の目的

本プランは、上記一に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確

保し、向上させる目的をもって導入されるものです。

当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案するために必要な

時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うことなど

を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止する

ための枠組みが必要不可欠であると判断しました。

そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本プランを導入することを決定い

たしました。

２.　本プランの内容

(1)　本プランの概要

(a) 本プランに係る手続

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案

（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が行われる場合

に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情

報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の

皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための

手続を定めています（下記(２)「本プランに係る手続」をご参照ください。）。なお、買付者

等には、本プランに係る手続を遵守いただき、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が

本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を進めて

はならないものとしております。

(b) 新株予約権の無償割当ての利用

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合（その要
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件の詳細については下記(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照ください。）に

は、当社は当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者

等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予

約権（その主な内容は下記(４)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものと

し、以下「本新株予約権」といいます。）をその時点の全ての株主に対して新株予約権無償割

当ての方法（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用

本プランにおいては、原則として、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の

判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独

立した企業経営等に関する専門的知識を有する者のみから構成される独立委員会の判断を経

るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしてい

ます。

独立委員会は、独立性の高い社外監査役／社外の有識者３名により構成されております。

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により

本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引き換えに、買付者等

以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議

決権割合は最大50％まで希釈化される可能性があります。

(2)　本プランに係る手続

(a) 対象となる買付等

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。買付者

等には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。

①　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付等

②　当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその

特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(b) 買付者等に対する情報提供の要求

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた

場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、下記の各号に定める情報

（以下「本必要情報」といいます。）、及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める

手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当

社の定める書式により提出して頂きます。

当社は、本プランに基づく手続が開始された場合、その旨をすみやかに開示します。

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものと

します。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が不十分であると判断した

場合には、直接又は間接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報等を追加的

に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かか

る本必要情報等を追加的に提供して頂きます。
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①　買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員

その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等によ

る買付等と同種の取引の経験及びその結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与

えた影響等を含みます。）

②　買付者等及びそのグループと当社の主要取引先との間の、従前の取引関係及び競合関係

③　買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の

仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。）

④　買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情

報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、及びそのう

ち少数株主に対して分配されるシナジーの内容等を含みます。）

⑤　買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達

方法、関連する取引の内容等を含みます。）

⑥　買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策及び企業価値向上のための施

策

⑦　買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する

対応方針

⑧　買付者等が有する株式売却や議決権行使等に関する第三者との取り決め

⑨　当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑩　その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始し

たものと認められる場合には、引き続き買付説明書の提出を求めて買付者等と協議・交渉等

を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会

に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

①　当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を求められた

本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上という観点から買付説明書及び追加的な本必要情報の内容と当社取締役会の事

業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対し

ても、当社取締役会による情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、外部専門家による検

討を含みます。）等に必要な時間を考慮して適宜回答期限（原則として60日を上限としま

す。なお、かかる期間は、当社取締役会が、外部専門家による検討結果等を踏まえ、意見、根拠

資料その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するのに必要な期間として

設定しておりますが、当社取締役会としては可能な限り速やかに所要の検討を行うことと

いたします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含

むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委

員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することがあります。

②　独立委員会による検討作業

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報、資料等の提示

を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等（追加的に提供を要求したものも

含みます。）の提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委
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員会は、原則として最長60日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委

員会は最長30日間の範囲内で当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができ

るものとします。）（以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設定します。独立委員

会は、独立委員会検討期間において、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締

役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検

討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は当社取締

役会を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会の提示する

代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされる

ことを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル

・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言

を得ることができるものとします。

買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通して間接に、検討資料その他の情

報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとしま

す。

③　情報開示

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、独立委員会検

討期間が開始した事実、当社取締役会が独立委員会に代替案を提示した事実及び本必要情

報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適

切と判断する時点で情報開示を行います。

(d) 独立委員会の勧告

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下のとおり、当社取締役会に対する勧告

等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①から③に定める勧告

その他の決議をした場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、当社は、当該勧告又は

決議の事実とその概要その他の独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を延

長・再延長する場合にはその期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速

やかに情報開示を行います。

①　本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、又は買付者

等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記

(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、

本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会

検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当

てを実施することを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のい

ずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日（下記(4)「本新株予約権の

無償割当ての概要」(f)において定義されます。）の前日までの間、（無償割当ての効力発

生時までは）本新株予約権の無償割当ての中止、又は（無償割当ての効力発生時の後は）

本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
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(イ)　当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合

(ロ)　当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記

(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又

は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認めることが相

当でない場合

②　本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付

者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれ

にも該当しないか、該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当ではない

と判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、

本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、当該勧告

の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(３)「本新

株予約権の無償割当ての要件」に定めるいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無

償割当てを実施することが相当であると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償

割当てを実施することの新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告

することができるものとします。

③　独立委員会検討期間の延長を行う場合

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、本新株予約権の無償割当ての

実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の

内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内

で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更なる期

間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、その延長の

目的である情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。

(e) 取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関する会社法上の機関

としての決議を速やかに行うものとします。

買付者等は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実施してはならないものとします。

なお、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議を

行った場合、当該決議の概要その他の当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに

情報開示を行います。

(3)　本新株予約権の無償割当ての要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当て

を実施することが相当と認められる場合、上記(２)「本プランに係る手続」(e)に記載される当

社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。な

お、上記(２)「本プランに係る手続」(d)のとおり、買付者等が下記の
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要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委

員会の判断を経て決定されることになります。

　

(a) 下記に掲げるような、上記(２)「本プランに係る手続」(b)に定める情報提供及び独立委員

会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合

①　当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与え

ることなく行われる買付等である場合

②　独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行われる買付等で

ある場合

③　本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提

供することなく行われる買付等である場合

(b) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

①　株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為

②　当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下

に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

③　当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行

為

④　当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分さ

せ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上

昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

⑤　真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株

式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うような行為

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件

を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこ

とをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合

(d) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等

の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後

における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対

応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み相当程度に不十分又は不適当な買付等

である場合

(e) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係又は当

社の企業価値の源泉、ブランド価値もしくは企業文化を破壊することなどにより、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

(4)　本新株予約権の無償割当ての概要

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。

(a) 本新株予約権の数

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決
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議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における

当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除しま

す。）に相当する数とします。

(b) 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外

の株主に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を

無償で割り当てます。

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

(d) 本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別途調整

がない限り１株とします。

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式の１株の時価の２

分の１の金額を上限とする金額の範囲内で新株予約権無償割当て決議において別途定める価

額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ過去30日から180日の

間で取締役会が別途定める期間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。）に相当する金

額とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。

(f) 本新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を

「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無

償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記(１)②項に基づき、当社が本新株

予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前

営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場

所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

(g) 本新株予約権の行使条件

(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定大

量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を

当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし

(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称しま

す。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本

新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権

を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上、適用除外規定が

利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、

下記(i)項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。さらに、本

新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓

約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使すること

ができません。

(h) 本新株予約権の譲渡制限
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本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(i) 当社による本新株予約権の取得

①　当社は、行使期間開始日の前日までの間は、原則として独立委員会の勧告に基づき、当社が

本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締

役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができるも

のとします。

②　当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権

のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これ

と引き換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができま

す。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができます。

③　当社は、以上に加え、独立委員会の勧告に基づき、具体的な本新株予約権の無償割当て決議

に際して、相当性の観点から適切と考えられる場合には、①②以外の本新株予約権の取得

に関する事項（非適格者からの本新株予約権の取得に関する事項など）を定める場合が

あります。

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

本新株予約権無償割当て決議において別途定めます。

(k) 新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

(5)　本プランの更新手続

本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、第38回定時株主総会において

株主の皆様のご承認を頂き、有効期間を当該定時株主総会から。３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長されております。

(6)　本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの当初の有効期間は、株主の皆様からご承認を頂いた定時株主総会終結の時から３

年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の株主

意思の確認が行われた場合、又は②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われ

た場合には、本プラン及び本プランに基づく委任はその時点で廃止・撤回されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(５)「本プランの更新手続」

の当該定時株主総会による承認の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、金融商品取引

所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱

字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場

合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があり

ます。

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変

更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、必要に応じて情報開示を速やかに行い

ます。

(7)　法令等による修正

本プランで引用する法令の規定は、平成21年２月12日現在施行されている規定を前提と
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しているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語

の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項

に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとしま

す。

３.　株主の皆様等への影響

(1)　本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及

び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

(2)　本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、新株予約権無償割当て

決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本

新株予約権１個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利

行使期間内に、金銭の払込みその他下記(３)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様

に必要となる手続」(b)において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株

主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになり

ます。但し、当社は、下記(３)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手

続」(c)に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと

引き換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格

者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株

式を受領することとなり、保有する当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、原則とし

て、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例えば、買付者

等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予

約権の無償割当てを中止し、又は当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償に

て本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈

化は生じませんので、本新株予約権の無償割当が行われることを前提にして売買を行った投資

家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

(3)　本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

(a) 名義書換の手続

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当

社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日にお

ける当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約権が無

償にて割り当てられますので、株主の皆様におかれては、速やかに株式の名義書換手続を行っ

ていただく必要があります。証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名

義書換手続は不要です。

なお、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株

主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となりま

す。

(b) 本新株予約権の行使の手続

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録さ
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れた株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の

内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこ

と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるもの

とします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の

無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得

の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、本新株予約権１個あたり、１円を

下限として当社１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が新

株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株

予約権1個につき原則として１株の当社株式が発行されることになります。

(c) 当社による新株予約権の取得の手続

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、

当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取得します。また、本新株予

約権の取得と引き換えに当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いた

します。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等につい

ての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出い

ただくことがあります。

なお、独立委員会の勧告に基づく本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本

新株予約権の取得、その他取得に関する事項について定められる場合には、当社は、かかる定

めに従った措置を講じることがあります。

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の

方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行わ

れた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

　

四　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

１.　本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や

時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行ったりすることを可能と

することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方

針に沿うものです。

２.　当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではないこと

当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組みは、当社株

主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いと考えております。

(1)　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していま

す。

(2)　株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）
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本プランは、上記三２(５)「本プランの更新手続」にて記載したとおり、株主の皆様の意思を

反映させるため、第38回定時株主総会においてご承認をいただいており、本プランは3年間更新

されました。

また、上記三２(６)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランの有

効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の株主意思の確認が

なされた場合、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本プランを廃

止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味

で、本プランの消長には、当社株主の皆様の意思が反映されることとなっております。

(3)　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プラ

ンの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設

置します。

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記三２.(２)「本プランに係る手続」に記

載したとおり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値ひ

いては株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断

を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その

判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されていま

す。

なお、当初の独立委員会は、独立性の高い委員３名により構成されております。

(4)　合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記三２.(２)(d)「独立委員会の勧告」及び三２.(３)「本新株予約権の無償割

当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動され

ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保

しているものといえます。

(5)　外部専門家の意見の取得

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受け

ることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより

強く担保される仕組みとなっています。

(6)　デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記三２.(６)の「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、当社

の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが

できるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を

交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任

期は１年であり、当社は期差任期制を採用していないため、
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本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができない

ため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当グループが支出した研究開発費の総額は３億49百万円でありま

す。

　

(6)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はあり

ません。

　

(7)　経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループといたしましては、中長期計画の実現に向けて各業種・業態におけるお客様の発掘、獲得

及びお客様企業との共存共栄によるグループ全体の売上・収益の拡大を図るとともに、エンドユーザ向

けの直接営業を強化してまいります。さらに、証券、流通、金融、保険、公共、公益の分野については、プロ

ジェクト管理体制を導入すると共に、徹底した不採算案件の見直しを行い、さらなるサービス向上とお客

様の開拓を目指してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 130,100,000

計 130,100,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成20年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 35,746,329 35,746,329
東京証券取引所（市
場第一部）

権利内容に制限のな
い、標準となる株式
単元株式数は100株で
あります。

計 35,746,329 35,746,329－ －
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

①旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）に関する事項は、次のとおりで

あります。

株主総会の特別決議日（平成12年６月29日）

第３四半期会計期間末現在

(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 7,665（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 766,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 6,680（注）２

新株予約権の行使期間 平成12年７月20日～平成22年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価額　　6,680

資本組入額　3,340

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社常
勤の取締役、監査役または社員であることを要する。

２　本件新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認
められないものとする。

３　対象者の相続人は本件新株予約権を行使できないも
のとする。

４　対象者は、一度の手続において付与を受けた本件新
株予約権の全部または一部を行使することができる。

５　当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行
う場合または株式移転を行う場合、株式交換の日また
は株式移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、本
件新株予約権の行使を合理的に制限し、かつ、対象者
が行使していない本件新株予約権を失効させること
ができるものとする。

６　その他権利行使に関する条件については、本総会以
後に開催される取締役会決議により決定し、対象者と
の間で締結する新株予約権付与契約に定めるものと
する。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。

　　　　　　　調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
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②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会決議日（平成20年６月23日）

第３四半期会計期間末現在

(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 3,400

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 340,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,993（注）２

新株予約権の行使期間 平成22年６月24日～平成25年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価額　　1,993

資本組入額　　997

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使
時において、当社の、取締役（社外取締役を除く。）、
監査役（社外監査役を除く。）または従業員（当社
就業規程第２条に定める社員）の地位にあることを
要する。ただし、任期満了による退任または取締役会
が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは
ない。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株
予約権の行使は認めない。

・その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の募
集事項を決定する取締役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整す

るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的である株式の数に対してのみ行い、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの

とする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が当社株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が当社株式につき、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使によるものを除く。）を

行う場合または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ×
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価

額を調整することができるものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
― 35,746,329 ― 26,200,289 ― 28,438,965
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(5) 【大株主の状況】

１　ゴールドマン・サックス証券株式会社とその共同保有者４名及び大和住銀投信投資顧問株式会社から平成20

年４月４日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成20年３月31日現在で以下の株式を所有

している旨の報告を受けましたが、当社として当第３四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認が

できません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ゴールドマン・サックス証券株式
会社

東京都港区六本木六丁目10-１　六本木
ヒルズ森タワー 540,000 1.44

Goldmann Sachs International
Peterborough Court, 133 Fleet
Street, London EC4A ２BB UK600,111 1.60

Goldmann Sachs Asset
Management, L.P

32 Old Slip, New York, New York,
10005 U.S.A. 310,700 0.83

Goldmann Sachs & Co.
85 Broad Street, New York, New
York 10004, U.S.A. 0 0.00

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント株式会社

東京都港区六本木六丁目10-１　六本木
ヒルズ森タワー 62,200 0.17

合計 ― 1,513,011 4.03

　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

大和住銀投信投資顧問株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 1,802,100 4.80

　

２　りそな信託銀行株式会社とその共同保有者１名から平成20年10月３日付の大量保有報告書の変更報告書の写

しの送付があり、平成20年９月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当第

３四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

りそな信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町１丁目１番２号 1,356,000 3.79

預金保険機構 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 89,700 0.25

合計 ― 1,445,700 4.04
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３　シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから平成20年11月27日付の大量保有報

告書の変更報告書の写しの送付があり、平成20年11月21日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けま

したが、当社として当第３四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

シルチェスター・インターナショ
ナル・インベスターズ・リミテッ
ド

英国ロンドン　ダブリュー１ジェイ　６
ティーエル、ブルトン　ストリート１、
タイム　アンド　ライフ　ビル５階

6,468,600 18.10

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末現在の議決権の状況について、実質株主が把握できず記載することができま

せんので直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。

①　【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－

株主としての権利内容
に制限のない、標準と
なる株式

単元株式数は100株で
あります。

　普通株式 3,696,100

（相互保有株式）

　普通株式 1,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,968,800319,688 同上

単元未満株式 普通株式 79,529 －
１単元(100株)未満の
株式

発行済株式総数 35,746,329 － －

総株主の議決権 － 319,688 －

（注）１「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含

まれております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社日本ビジネスソフト所有の相互保有株式99株、当社保有の自

己株式61株及び証券保管振替機構名義の株式が90株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
割合(％)

（自己保有株式）

　富士ソフト㈱
神奈川県横浜市中
区桜木町一丁目１
番地

3,696,100 － 3,696,100 10.3

（相互保有株式）

　㈱日本ビジネス
ソフト

長崎県佐世保市三
川内新町27番地１

1,900 － 1,900 0.0

計 － 3,698,000 － 3,698,000 10.3

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年

４月
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 2,0052,0951,9691,8831,9632,0101,8972,0651,902
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最低(円) 1,8251,9041,8111,6831,7031,8491,3011,7811,771

(注)株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりで

あります。

(1)　退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

常務取締役 技術担当 渡辺　剛喜 平成20年８月31日

　

(2)　役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
システム事業本部副本

部長兼ＥＴ事業部長
取締役

システム事業本部ＥＴ

事業部長
竹林　義修 平成20年７月１日

代表取締役副会長 管理統括 代表取締役副会長 グループ管理統括 蓮見　敏男 平成20年10月１日

代表取締役副会長 営業統括 代表取締役副会長
グループ営業統括兼営

業本部長
堀田　一芙 平成20年10月１日

代表取締役専務
経営企画・事業戦略・

技術・業務系事業統括
代表取締役専務

経営企画・事業戦略担

当兼コンプライアンス

統括部長

三角　恒明 平成20年10月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四半期レビューを受け

ております。

なお、太陽ＡＳＧ監査法人は、平成20年７月15日をもって、法人組織を有限責任監査法人へと移行し、名称

を太陽ＡＳＧ有限責任監査法人に変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年 3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,263,922 21,556,770

受取手形及び売掛金（純額） 31,754,509 35,304,074

有価証券 1,687,059 1,896,454

商品 533,263 607,666

原材料 7,918 4,373

仕掛品 5,320,502 3,233,305

その他 8,005,030 6,994,216

貸倒引当金 △314,327 △331,146

流動資産合計 62,257,877 69,265,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 57,026,679 56,515,839

減価償却累計額 △13,889,956 △12,149,940

建物及び構築物（純額） 43,136,722 44,365,899

土地 29,301,982 29,301,982

建設仮勘定 97,863 63,200

その他 12,085,603 9,878,650

減価償却累計額 △6,616,854 △5,704,175

その他（純額） 5,468,749 4,174,475

有形固定資産合計 78,005,318 77,905,556

無形固定資産

のれん 2,626,259 3,477,350

ソフトウェア 6,776,076 6,641,523

その他 828,634 805,935

無形固定資産合計 10,230,971 10,924,810

投資その他の資産

投資有価証券 13,047,223 13,122,552

その他 6,551,380 6,298,568

貸倒引当金 △49,978 △55,917

投資その他の資産合計 19,548,625 19,365,204

固定資産合計 107,784,915 108,195,571

資産合計 170,042,793 177,461,287
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（単位：千円）

当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年 3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,807,642 13,300,072

短期借入金 60,226,350 55,737,461

未払費用 7,577,120 10,701,039

未払法人税等 277,632 1,954,260

役員賞与引当金 40,202 219,126

その他 6,718,436 6,854,135

流動負債合計 84,647,385 88,766,094

固定負債

長期借入金 611,600 608,800

退職給付引当金 4,520,626 4,281,942

役員退職慰労引当金 357,100 383,542

その他 2,928,115 1,123,928

固定負債合計 8,417,442 6,398,213

負債合計 93,064,828 95,164,308

純資産の部

株主資本

資本金 26,200,289 26,200,289

資本剰余金 28,438,965 28,438,965

利益剰余金 30,293,652 35,802,405

自己株式 △7,992,461 △8,566,839

株主資本合計 76,940,446 81,874,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △587,820 △17,377

繰延ヘッジ損益 △34,098 △65,240

土地再評価差額金 △9,051,263 △9,051,263

評価・換算差額等合計 △9,673,182 △9,133,881

新株予約権 31,044 －

少数株主持分 9,679,657 9,556,039

純資産合計 76,977,965 82,296,979

負債純資産合計 170,042,793 177,461,287
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年 4月 1日
 至 平成20年12月31日)

売上高 121,619,469

売上原価 92,679,915

売上総利益 28,939,554

販売費及び一般管理費 ※１
 24,240,836

営業利益 4,698,718

営業外収益

受取利息 40,296

受取配当金 89,513

受取賃貸料 1,077,920

その他 496,378

営業外収益合計 1,704,108

営業外費用

支払利息 604,293

持分法投資損失 540,390

賃貸料原価 601,399

その他 400,705

営業外費用合計 2,146,789

経常利益 4,256,037

特別損失

投資有価証券評価損 1,457,094

持分変動損失 3,263

持分法投資損失 ※２
 465,265

特別損失合計 1,925,623

税金等調整前四半期純利益 2,330,414

法人税、住民税及び事業税 1,199,290

法人税等調整額 770,361

法人税等合計 1,969,652

少数株主利益 709,247

四半期純損失（△） △348,485
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月 1日
 至 平成20年12月31日)

売上高 38,398,250

売上原価 30,028,317

売上総利益 8,369,932

販売費及び一般管理費 ※１
 7,846,420

営業利益 523,511

営業外収益

受取利息 9,250

受取配当金 34,517

受取賃貸料 407,145

システムサービス解約料 262,183

その他 32,537

営業外収益合計 745,634

営業外費用

支払利息 205,861

持分法投資損失 177,473

賃貸料原価 210,710

その他 219,725

営業外費用合計 813,772

経常利益 455,373

特別利益

役員賞与引当金戻入額 32,543

未払賞与戻入額 232,299

特別利益合計 264,842

特別損失

投資有価証券評価損 1,447,344

持分法投資損失 ※２
 465,265

特別損失合計 1,912,609

税金等調整前四半期純損失（△） △1,192,394

法人税、住民税及び事業税 △437,374

法人税等調整額 643,142

法人税等合計 205,768

少数株主利益 87,006

四半期純損失（△） △1,485,169
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年 4月 1日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,330,414

減価償却費 5,084,404

のれん償却額 804,065

支払利息 604,293

投資有価証券評価損益（△は益） 1,457,094

売上債権の増減額（△は増加） 3,348,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,646,334

仕入債務の増減額（△は減少） △3,492,429

未払人件費の増減額（△は減少） △3,729,392

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,118,358

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,004,420

その他 2,870,347

小計 5,507,932

利息及び配当金の受取額 216,139

利息の支払額 △611,921

法人税等の支払額 △3,184,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,927,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,384,213

無形固定資産の取得による支出 △2,536,503

有価証券の取得による支出 △2,296,722

有価証券の売却による収入 2,495,583

投資有価証券の取得による支出 △3,786,340

その他 23,884

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,484,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 90,600,000

短期借入金の返済による支出 △86,027,541

長期借入による収入 60,000

長期借入金の返済による支出 △140,770

自己株式の取得による支出 △3,597,370

配当金の支払額 △907,534

少数株主への配当金の支払額 △413,491

その他 △294,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △720,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,292,134

現金及び現金同等物の期首残高 21,667,287

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 15,375,152
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１　持分法の適用に関
する事項の変更

 

(1)　持分法適用関連会社の変更

第２四半期連結会計期間より㈱ＦＩＮＥホールディングスは、株式を新規取得した
ため持分法の適用範囲に含めております。

なお、同社はみなし取得日を第２四半期連結会計期間末としております。

 

　(2)　変更後の持分法適用関連会社の数

　　　６社

２　会計処理基準に関
する事項の変更

　(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　
企業会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、
原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

(2)　リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終
改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企
業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移
転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ
として算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して
おります。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が13,886千円増加し、経常利益
及び税金等調整前四半期純利益が11,850千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１．棚卸資産の評価方
法

 

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計
年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却
価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

２．固定資産の減価償
却費の算定方法

 

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分
して算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

偶発債務

　債務保証

偶発債務

　債務保証

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し
て、次のとおり債務保証を行っております。

㈱高速屋 50,000千円

 

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し
て、次のとおり債務保証を行っております。

㈱高速屋 78,125千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

従業員給料　　　　　　　　　　 10,699,490千円

役員退職慰労金引当金繰入額　　　　 47,716千円

役員賞与引当金繰入額　　　　　　　 36,786千円

 

※２　特別損失に計上した持分法投資損失は、会計制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務指針第９項なお
書き及び会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」32項①の規定
に基づき、関連会社に係るのれん相当額を償却したことによるものであります。

 

　

第３四半期連結会計期間

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

従業員給料　　　　　　　　　3,295,016千円

役員退職慰労金引当金繰入額　　 16,474千円

役員賞与引当金繰入額　　　　　　4,003千円

 

※２　特別損失に計上した持分法投資損失は、会計制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務指針第９項なお
書き及び会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」32項①の規定
に基づき、関連会社に係るのれん相当額を償却したことによるものであります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

　

現金及び預金勘定 15,263,922千円

有価証券勘定 1,687,059千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,000千円

ＭＭＦを除く有価証券 △1,570,829千円

現金及び現金同等物 15,375,152千円

　

　

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

四半期報告書

41/51



(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第３四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 35,746,329

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類

当第３四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 3,782,467

　

３　新株予約権に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　提出会社　　31,044千円

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年5月13日
取締役会

普通株式 507,766 15平成20年３月31日平成20年６月24日利益剰余金

平成20年11月10日
取締役会

普通株式 480,752 15平成20年９月30日平成20年12月10日利益剰余金

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

５　株式資本の著しい変動に関する事項

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 26,200,28928,438,96535,802,405△8,566,83981,874,820

当第３四半期末までの変動額

　剰余金の配当 △988,519 △988,519

　四半期純損失 △348,485 △348,485

　自己株式の取得（注）１ △3,597,370△3,597,370

　自己株式の消却（注）２ △4,171,7484,171,748

当第３四半期末までの変動額合計 ― ― △5,508,752574,378△4,934,374

当第３四半期末残高 26,200,28928,438,96530,293,652△7,992,46176,940,446

（注）１　平成20年６月11日から平成20年９月10日までに自己株式を市場買付により1,800,000株取得いたしました。

２　平成20年６月30日付けで自己株式を1,800,000株消却いたしました。
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(リース取引関係)

当社グループは、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平

成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16

号）を早期に適用しております。

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて処理を行っておりますが当第３四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連

結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額及びその他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　当社グループの行っておりますデリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要なものではなく、

また、当第３四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　当第３四半期連結財務諸表への影響額が僅少なため、記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

四半期報告書

43/51



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）
　

ソフトウェア
開発関連事業

(千円)

アウトソーシ
ング事業

(千円)

その他事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

30,465,8847,356,921575,44338,398,250 － 38,398,250

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 11,874 5,177 17,051（17,051） －

計 30,465,8847,368,796580,62138,415,302（17,051）38,398,250

営業利益 250,200261,17012,130523,501 10 523,511

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　

ソフトウェア
開発関連事業

(千円)

アウトソーシ
ング事業

(千円)

その他事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

98,878,36020,940,3641,800,744121,619,469－ 121,619,469

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,187 41,029 14,034 67,250（67,250） －

計 98,890,54820,981,3931,814,778121,686,720（67,250）121,619,469

営業利益 4,301,752384,06912,8154,698,637 80 4,698,718

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) ソフトウェア開発関連事業

　　通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用アプリ

ケーションの受託ソフトウェア開発、品質評価及び管理支援、コンサルティング、プロダクト開発販売、パー

ソナルコンピュータ関連機器の設計・製造・販売等

(2) アウトソーシング事業

　　システム保守・運用サービス、データエントリー及びヘルプデスクサービス等

(3) その他事業

　　人材派遣業等

３　会計処理の方法の変更

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３

月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。この変更に

伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、ソフトウェア開発関連事業が13,886千円増加しております。

アウトソーシング事業及びその他事業に影響はありません。

　

４　事業区分の変更

　　従来、「ソフトウェア開発関連事業」「アウトソーシング事業」「ソリューションサービス事業」「その他

事業」の４事業に区分しておりましたが、当社グループの「ＩＴソリューションベンダー」としての位置づ

けから、ソリューションサービス事業の事業内容が他の事業区分における売上に関連して行われる傾向が強

まっており、各事業区分に集約することによって、現状の当社グループの組織構造に対応するセグメント情報

を提供できること、また、当該事業区分における物品販売の売上割合が減少しており、今後もこの傾向が予想

されるため、第１四半期連結会計期間より「ソフトウェア開発関連事業」「アウトソーシング事業」「その

他事業」の３事業に区分することに変更いたしました。

　

（参考）従来の方法による事業の種類別セグメント情報

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）
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ソフトウェ
ア開発関連
事業

(千円)

アウトソーシ
ング事業

(千円)

ソリューショ
ンサービス事

業

(千円)

その他事業

(千円)
計
(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

　売上高

　(1)外部顧客に対する売
上高

86,228,32021,223,71412,366,6901,800,744121,619,469― 121,619,469

　(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,394 41,029 6,21514,034 62,674(62,674) ―

計 86,229,71521,264,74312,372,9061,814,778121,682,143(62,674)121,619,469

　営業利益又は営業損失
（△）

5,627,121603,397△1,544,69612,8154,698,63780  4,698,718

(注) 　各事業の主な製品

(1) ソフトウェア開発関連事業

　　通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用アプリ

ケーションの受託ソフトウェア開発、プロダクト開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造

・販売等

(2) アウトソーシング事業

　　システム保守・運用サービス、コンサルティング、技術支援、データエントリー及びヘルプデスクサービス、品

質評価及び管理支援等

(3) ソリューションサービス事業

　　ハードウェア及びソフトウェアの販売、ネットワークサービス、データセンターサービス、教育、コンテンツ作

成運用等

(4) その他事業

　　人材派遣業等
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 2,104円48銭

　

１株当たり純資産額 2,148円90銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 76,977,965 82,296,979

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 67,267,264 72,740,939

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 9,710,701 9,556,039

　（うち新株予約権）（千円） (31,044) (－)

　（うち少数株主持分）（千円） (9,679,657) (9,556,039)

普通株式の発行済株式数（千株） 35,746 37,546

普通株式の自己株式数（千株） 3,782 3,696

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株） 31,963 33,850

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 10円60銭
　

１株当たり四半期純損失 46円37銭
　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日)

当３第四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

　至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（千円） 348,485 1,485,169

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 348,485 1,485,169

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,870 32,025

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式
について前連結会計年度末から重要な変動がある場合
の概要

（提出会社）
潜在株式の種類
会社法に基づく新株予約権
潜在株式数　　340,000株
発行価格　　　　1,993円
 
　この概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおり
であります。

 

（提出会社）
潜在株式の種類
会社法に基づく新株予約権
潜在株式数　　340,000株
発行価格　　　　1,993円
 
　この概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおり
であります。

 

　

(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

第39期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年11月10日開催の

取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　①配当金の総額　 　　　　　　　　　　　　　　　480,752千円

　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成20年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

富士ソフト株式会社

取締役会　御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　川　口　　　勉　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　柴　谷　哲　朗　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　石　原　鉄　也　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

ソフト株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士ソフト株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の「（注）４ 事業区分の変更」に記載されていると

おり、会社はセグメント情報の事業区分を変更した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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